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【トラブル事例】
　大手企業からの依頼で、当社は独自技術を駆使して設
計した精密部品の精巧な金型を作った。部品の仕上がり
に満足いただいて大量の発注を得たものの、数カ月後に
はパッタリと注文が途絶えてしまった。
　部品の納入時、大手企業から金型図面の提供を依頼さ
れた。取引先として日ごろからお世話になっていること
もあり、当社の金型図面の写しをそのまま提出した。
　その大手企業は、提出した金型図面を使い、当社と同じ
精巧な金型を別の金型メーカー（外注企業）に製作させ、
自社設備で部品の生産を開始したらしい。まさか当社の
図面を無断で使用するとは想像もしていなかった……。

筆者は主に中小企業の知財に関するコンサルタント

を行っていますが、こうしたトラブルで困っていると

いう話をよく耳にします。大企業から無理を強いられ

ている下請け企業も少なくないでしょう。

しかし、下請け企業であっても自社の権利は自分で

守り、自社の権利を主張すべきです。

本ケースの場合、金型図面に開示された貴社の大切

なノウハウを守るために、どのような対応策を講じる

べきだったのでしょうか――。

１．取引条件の確認
まずは取引条件を明確にしましょう。貴社のポジ

ションや有効な法的手段が見えてきます。

①  依頼により金型を設計し、精密部品を製造して取引
先に納品する。

②  依頼により金型を設計し、金型は取引先に名義を変
更して所有権を移転。精密部品を製造して取引先に
納品する。

③  依頼により金型を設計し、試作部品が合格した後は、
金型と金型図面を取引先に納品する。

本ケースは②に該当します。通常、この場合におけ

る取引条件として、下請け企業は取引先の秘密情報の

保持と第三者への開示・漏洩等の禁止および目的以外

の使用禁止義務を負うことになります。

一方、取引先も下請け企業の財産（図面の所有権、

秘密情報、著作権等の知的財産）を尊重し、守る義務

を負っています。このことを取引先に対して明確に主

張しなければなりません。

それでは、以下に貴社の権利を守るための法的手段

について順次説明していきます。

２．契約書による権利保護
取引条件を明確にしてから、できる限り最初の契約

書においてその条件を満たすように規定すべきです。

下請け企業にとって、一番大切な財産とは金型製造に

関する秘密情報ですが、図面に記載された秘密情報は、

それが公開されてしまうと財産的な価値を失ってしま

うことになります。

取引先の不注意による漏洩や取引先との無用なトラ

ブルを防ぎ、また、万が一の場合にも契約違反で法的

対応を採れるようにするためには、下請け企業の秘密

情報の保持と第三者への開示・漏洩等の禁止および目

的以外の無断使用禁止、契約違反の場合における損害

賠償、下請け企業への権利帰属等について、契約書に

きちんと盛り込むことが重要です。

もちろん、金型図面の取り扱いについても決まって

いるのであれば契約書に記載しておくべきです。

しかし、取引先がこれらの義務を契約書へ記載する

ことに抵抗を示すケースもあると思います。本ケース

のように契約書に記載しておらず、後から図面の提供

依頼があった場合は、「契約書にはそのような規定は
ありません」という理由で断ることも可能です。

それでもなお、図面の提供を求められた場合、最初

本稿では、筆者の経験則に基づいて、実際の中小企業に起こりがちなトラブルを想定
し、具体的な対応策について分かりやすく処方していきます。なお、本稿で処方した
内容は、すべてのケースに当てはまるとは言い切れません。副作用の症状を抑えるた
めにも、相手先との関係や貴社が置かれた状況等をもう一度よく確認したうえで服用
してください。� うすい知財コンサルタント 代表取締役社長　臼井 清文



中小企業のための知財処方箋中小企業のための知財処方箋
～取引先などへの知財・技術の流出～

中小企業のための知財処方箋

452010 No.7  The lnvention

の契約書の一部訂正（または加筆）、新たな契約書（ま

たは覚書）を取り交わすか、あるいは図面の受取書に

取引先責任者の署名・捺印をしてもらいましょう。

いずれの書面でも、図面において「譲渡or貸与」「使

用目的」「目的外使用の禁止」「複製の禁止」「秘密管

理義務」の記載は必須事項です。

３．不正競争防止法上の営業秘密（ノウハウ）の保護
（１）営業秘密とその要件

貴社が提出した金型図面には、貴社のノウハウが開

示されています。そのノウハウをしっかりと営業秘密

として管理していれば、不正競争防止法（以下、不競

法）によって保護されます。金型図面に表示された貴

社のノウハウを含む秘密情報は、知的財産であると同

時に不競法上の営業秘密でもあります。同法では、営

業秘密を以下のように定義しています。

すなわち、不競法で保護するには、以下のすべての

条件を満たしている必要があります。

① 秘密として管理されていること（秘密管理性）
② 事業活動に有用な情報であること（有用性）
③ 公然と知られていないこと（非公知性）
営業秘密の管理としては、物理的管理・技術的管理・

人的管理に加え、システムとして組織的に管理を行う

ことが重要です。

社内体制としては、役員・従業員に対する秘密情報

の管理についての教育と社内規定の充実、秘密情報へ

のアクセス制限、秘密情報であることの認識、秘密情

報への「秘密」「営業秘密」の押印等々の組織的管理

が必要となります（中小企業庁の「大事な情報を大切

に保護する営業秘密管理」より抜粋）。

http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/sonota/

eigyou_himitu.pdf

（２）不正競争行為からの保護
取引先が貴社から本ケースのように営業秘密を正当

に取得しても、取引先がその営業秘密を不正開示・不

正使用すれば、不競法上の不正競争行為が成立します

（２条１項７号）。

さらに、取引先の不正開示により得た取引先の外注

企業等（ときには外国企業も含まれます）が貴社の営

業秘密を使用した場合にも、不正競争行為が成立する

ことがあります（２条１項８号、９号）。

取引先やその外注企業がこれらの不正競争行為を行

えば、下請け企業である貴社は、民事的・刑事的な保

護を受けることができます。不競法の保護を受けるに

は、特に契約を必要としませんが、取引先等の不正の

意思や重大な過失等を証明しやすくするため、現実的

には前述した内容が記載された契約書等の証拠書類が

必要となります。

ただし、下請け企業が秘密管理性を満たす管理をし

ていることが条件となるのです。

【知的財産権、知的財産、知的資産、無形資産の分類イメージ】

注） 上記の無形資産は、貸借対照表上に計上される無形固定資産と同義で
はなく、企業が保有する形のない経営資源すべてととらえている。

※出典：中小企業のための知的財産資産マニュアル

【営業秘密の３要件】

　　　　１．秘密管理性
　　　　２．有用性
　　　　３．非公然性営業
　　　　※１～３のすべてが必要

※出典：東京都知的財産総合センターの資料

不競法２条６項
「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、
販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の
情報であって、公然と知られていないものをいう。
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般に著作権）と著作者人格権まで移転することはない

のです。

結果として、取引先が貴社の金型図面を無断で複写

し、あるいは加工する行為は著作権侵害となります。

下請け企業は、著作権の存在を明確に主張するため

にも、自社で作成した図面等には、いわゆるコピーラ

イト表示（Ⓒ、またはCopyright 2010……）を記載す

ることをお勧めします。

これにより、貴社の法的意識や知的財産管理のレベ

ルの高さを取引先に誇示することにもなるのです。

ただし著作権は、金型と金型から製造された精密部

品にはその効力が及ばないため、取引先の金型や部品

の差し押さえ等はできないことに注意が必要です。

（２）図面の表示と取り扱いの工夫
前述したコピーライト表示のほか、図面には通常、

企業名が印刷されているものですが、社名の記載は必

須事項です。

また、ノウハウ等の秘密情報が図面に含まれている

場合、必ず「営業秘密」であることや、さらに「本図

面には当社の秘密情報が含まれています。貴社におい

ても営業秘密として管理してください」といったスタ

ンプの押印などの工夫をするのもいいでしょう。

取引先への提出日、または前日までに出図印【押印

日と企業名（または責任者名）】を押印してください。

そして、必ず控え（写し）を１部用意します。

取引先に提出、または郵送した後、その控えに取引

先の受領印【押印日と企業名（または受領責任者名）】

（３）不正競争行為における民事的・刑事的保護
民事的・刑事的保護は、以下のとおりです。

◆ 民事的保護
　① 差し止め
　② 損害賠償
　③ 信用回復措置
◆ 刑事的保護
　① 罰則：５年以下の懲役または500万円以下の罰金
　② 法人処罰：１億5000万円以下の罰金

今回のケースでは、取引先が正当に取得した貴社の

営業秘密を含む図面を不当に開示または使用して金型

を製作し、部品製造をしていますから、取引先の金型

と部品を差し止め、損害賠償等の請求をすることがで

きます。さらに、取引先の行為が特に悪質と認められ

れば、刑事罰の対象にもなります。

また、外注企業の不正競争行為に対しても同様の保

護が受けられます。

４．その他の対策
（１）著作権の活用

実際の取引では参考として金型図面（の写し）を取

引先に渡すこともありますが、金型図面には著作物性

が認められることもあります。その場合、あくまで金

型図面の所有権（占有権）が移転したにすぎません。

金型図面の著作権は、同法10条１項６号の「学術

的な性質を有する」図面と仮定して（大阪地判平成４

年４月30日）、契約内容に著作権譲渡の規定がない場

合、金型図面の所有権の移転はしても、著作財産権（一

【取引先に図面を提出する場合のサンプル】

契約における営業秘密の重要３項目（例）

１．秘密保持
　 甲および乙は、知り得た相手の秘密情報を相

手方の承諾を得ない限り、第三者に漏洩して
はならない。

２．図面等の管理
　 甲および乙は、相手が貸与しまたは提出した

図面、仕様書等の保管・管理については、厳
重に行い、相手方の承諾がない限り、第三者
に貸与または閲覧をさせてはならない。

３．図面等の使用・利用
　 甲および乙は、相手方の図面、仕様書等を、

相手の承諾がない限り、目的以外に自社でま
たは第三者に使用・利用してはならない。
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を押印してもらいましょう。

以上、すべての記載や押印がされた控えは、営業秘

密文書として、社内規定にのっとり保管してください。

こういった細かいことの積み重ねにより、取引先の不

注意による情報漏洩を防ぐことが可能となるだけでな

く、万が一のトラブルが生じた場合でも証明がしやす

くなります。

（３）開示する秘密情報
ビジネスを行ううえで、金型図面の提出を拒否でき

ない場合もあるでしょう。その対策としては、ノウハ

ウとして重要な部分（寸法・公差等）の記載がない図

面を提出し、図面には「本図面は、当社の秘密情報で

すから営業秘密として管理をお願いします」などと記

載しておくことをお勧めします。

仮に取引先によって第三者に公開されたとしても、

被害を少なくできるかもしれません。

５．まとめ
以上、下請け企業である中小企業の知的財産を守る

ためには、まず契約において取引先と対等な立場に立

つ努力をすること。次に不競法の保護を受けられるよ

うな管理を社内で行うこと。さらに、著作権を活用す

るといった工夫も有効です。

CSR（企業の社会的責任）の重要性が喧伝される

なか、大企業がその地位を利用して、下請け企業等に

無理を強いる法的リスクを負うことも以前に比べて少

なくなりつつあります。

しかし、中小企業においても、自ら権利を守る努力

を怠ってはいけません。そのため、常に法的な対策を

採れるように心がけ、知的財産を生かしたビジネスを

行ってほしいと思います。

（うすい�きよふみ）
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